
草津栗東行政事務組合告示第４号 

 草津栗東行政事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（令和４年草津栗

東行政事務組合条例第１４号）第６条の規定により、令和６年度における草津栗東行政

事務組合人事行政の運営等の状況について、次のとおり公表する。 

  令和７年４月１７日 

 

            草津栗東行政事務組合管理者 橋 川  渉 

 



草津栗東行政事務組合人事行政の運営の状況（令和６年度） 

（対象期間：令和６年４月１日から令和７年３月３１日） 

 

１ 職員の任免および職員数に関する状況 

 (1)職員の任免について 

   組合の職員は、組合を組織する草津市・栗東市からの派遣職員で構成しています。 

 

 (2)職員数（常勤の一般職員） 

派遣元 人数 

草津市 ３人 

栗東市 ３人 

合 計 ６人 

 

 (3)職別人数（令和６年４月１日現在） 

職名 人数 

事務局長 １人 

総括 １人 

次席 １人 

主査 １人 

主任 １人 

主事 １人 

合  計 ６人 

 

 

２ 職員の人事評価の状況 

   派遣職員で構成されているため、人事評価は実施していません。 

 

 

３ 職員の給与の状況 

 (1)一般職員の給与の状況 

   職員の給与については、派遣元の市の規定に基づき派遣元が支給し、その経費は組合

が負担しています。 

  人件費の負担額 

負担額 対象職員数 

５２，３１５，０４１円 派遣職員 ６人 



 

 (2)特別職の報酬の状況 

区分 報酬額 

監査委員 日額 ５，０００円 

公平委員会委員 日額 ５，０００円 

行政不服審査会委員 日額 ５，０００円 

情報公開・個人情報保護審議会委員 日額 ５，０００円 

（仮称）草津栗東火葬場整備 

・運営ＰＦＩ事業者等選定委員会委員 
日額 ５，０００円 

 

 

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 (1)職員の勤務時間 

勤務時間 

１週間の 

勤務時間 
開始時刻 終了時刻 休憩時間 

３８時間４５分 午前８時３０分 午後５時１５分 
正午～ 

午後１時００分 

週休日 勤務時間を割り振らない日（日曜日および土曜日） 

休日 

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

および草津栗東行政事務組合の休日を定める条例（令和４年条例第１号）

第１条第１項第３号の規定による１２月２９日から１月３日までの日 

 

 (2)年次有給休暇の取得状況 

総付与日数 

Ａ 

総取得日数 

Ｂ 

対象職員数 

Ｃ 

平均取得日数 

Ｂ／Ｃ 

取得率 

Ｂ／Ａ 

１２０日 ９８日 ６人 １６．３日 ８１．７％ 

 

 (3)時間外勤務の状況 

時間数 延職員数 １人あたり月時間数 

５７６．９時間 ６人 ８．０１時間 

 

 

５ 職員の休業に関する状況 

   該当者なし 

 



 

６ 職員の分限および懲戒処分の状況 

  組合と派遣元の市が協議して、派遣元の市が行います。 

   処分該当者なし 

 

 

７ 職員の服務の状況 

    営利企業従事許可を受けているもの ０人 

 

 

８ 職員の退職管理の状況 

   派遣元の市の例によります。 

 

 

９ 職員の研修の状況 

派遣元の市で実施しています。 

 

 

１０ 職員の福祉および利益の保護の状況 

 (1)福利厚生事業の状況について 

   派遣元の市で実施しています。 

 

  (2)共済制度 

   派遣元の市で実施しています。 

 

  (3)公務災害・通勤災害の認定件数 

公務災害 通勤災害 

０件 ０件 

 

 

１１ 公平委員会の報告事項 

 (1)勤務条件に関する措置の要求の状況 

    該当なし 

 

 (2)不利益処分に関する審査請求の状況 

該当なし 


